
新ひだか町医療・福祉人材確保事業補助金の手引き 

 

この補助金制度は、町内の医療・福祉を担う人材の確保・定着を促進するため、

人材確保に取組む関係機関等に対し、医療・福祉人材確保事業補助金を交付するこ

とにより、サービスの維持及び質の向上を図ることを目的としています。 

本補助金は、町と補助事業者がそれぞれ１／２ずつ費用を負担し、対象従業員に

対し支援するものです。 

 

補助金の種類 

本制度には、以下の 3 つの補助金があります。 

1. 人材確保対策補助金：養成施設の修学期間に応じた支援  

2. 奨学金返還支援補助金：奨学金等の返還を支援  

3. 就職準備支援補助金：就職するに当たり必要な準備費用を支援  

それぞれの内容をご確認いただき、ご活用ください。 

 

対象事業者 

本制度の対象となる事業者は、新ひだか町内の医療機関、介護関連機関、保育関

連機関及び障がい者福祉関連機関です。 

 
 

【お問い合わせ・申請先】 

新ひだか町保健福祉センター内 保健福祉部健康推進課 管理係 

〒０５６－０００４ 日高郡新ひだか町静内緑町４丁目５番１号 

電話番号：０１４６－４９－２８２０ 

受付時間：平日 午前８時４５分～午後５時３０分 
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1. 人材確保対策補助金 

【目的】 養成施設等で専門知識や技術を学び、資格を取得された方が、町内の関係

機関等で働く場合に、養成学校等に通っていた期間の一部について経済的な支援を

行います。これにより、町内での就職を後押しし、専門人材の確保を目指します。 

【補助事業者（以下のすべての条件を満たす事業者）】 

 事業所：町内に、法に基づいて設置された事業所を有していること 

 納税：町税（法人町民税、固定資産税、住民税特別徴収分など）の滞納がな

いこと※新ひだか町に納付すべき税金 

 その他：暴力団または暴力団関係者でないこと 

【補助対象従業員（以下のすべての条件を満たす方】 

 資格：下記の「対象資格」に記載されている資格をお持ちの方 

 卒業後の期間：養成施設を卒業した日から６年以内の方（卒業した日以降の

最初の４月１日から起算） 

 雇用：期間の定めのない雇用契約により、事業所の就業規則で定める所定労

働時間を満たす常勤職員として雇用されていること 

 居住：新ひだか町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内を生活の本拠地と

していること 

 未雇用：雇用開始日以前に関係機関等に雇用されていないこと 

【対象資格】 

 医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作

業療法士、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、社会福祉士、

精神保健福祉士、公認心理師、介護福祉士、保育士、幼稚園教諭、救急救命

士 

【補助内容】 

 補助金額：月額３０，０００円以内（町１／２、事業者１／２）  

 支援期間：養成施設の修学に要した期間と同じ期間（留年、休学等の期間は

含めない）又は、資格取得に修学を要しない場合は必要な実務経験の期間を

限度とし、支援します。（１年ごとの交付申請が必要）  

 注意点１：修学に要した期間中、「新ひだか町医療技術者等修学資金等貸

付制度」を利用した期間については、対象外となります。 

 注意点２：この補助金と「奨学金返還支援補助金」を同時に受けること

はできません。  

【支払い方法】 

 町が補助金（１／２）を事業者（関係機関等）に支払います。  

 事業者（関係機関等）が、町の補助金と事業者負担分（１／２）を合わせ

て、対象者（ご本人）に支払います。  

 申請手続きは事業者（関係機関等）が行います。   
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2. 奨学金返還支援補助金 

【目的】 養成施設等で専門知識や技術を学ぶために奨学金を利用し、現在その返還

を続けている方が、町内の関係機関等で働く場合に、奨学金返還の支援を行いま

す。これにより、経済的な負担を軽減し、町内での就職・定着を促進します。 

【補助事業者（以下のすべての条件を満たす事業者）】 

 事業所：町内に、法に基づいて設置された事業所を有していること 

 納税：町税（法人町民税、固定資産税、住民税特別徴収分など）の滞納がな

いこと※新ひだか町に納付すべき税金 

 その他：暴力団または暴力団関係者でないこと 

【補助対象従業員（以下のすべての条件を満たす方）】 

 資格：下記の「対象資格」に記載されている資格をお持ちの方 

 卒業後の期間：養成施設を卒業した日から６年以内の方（卒業した日以降の

最初の４月１日から起算） 

 雇用：期間の定めのない雇用契約により、事業所の就業規則で定める所定労

働時間を満たす常勤職員として雇用されていること 

 居住：新ひだか町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内を生活の本拠地と

していること 

 未雇用：雇用開始日以前に関係機関等に雇用されていないこと 

 奨学金 

 対象となる奨学金（日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金及びそれ

にかかる利子、国又は地方公共団体が貸与する奨学金）を利用し、自ら

返還していること 

 申請日時点において奨学金の返還に滞納がないこと 

 申請日以降において繰上返還、その他返還計画に沿わず返還した奨学金

がないこと 

【対象資格】「1. 人材確保対策補助金」の「対象資格」と同様です。 

【補助内容】 

 補助金額：毎月返還している奨学金の額（町１／２、事業者１／２） 

 支援期間：対象となる奨学金の返還終了まで 

 注意点１：１年ごとの交付申請が必要 

 注意点２：この補助金と「人材確保対策補助金」及び「新ひだか町医療

技術者等修学資金等貸付制度」を同時に受けることはできません。 

【支払い方法】 

 町が補助金（１／２）を事業者（関係機関等）に支払います。 

 事業者（関係機関等）が、町の補助金と事業者負担分（１／２）を合わせ

て、対象者（ご本人）に支払います。（支払われた補助金は奨学金の返済に充

てていただきます） 

 申請手続きは事業者（関係機関等）が行います。  
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3. 就職準備支援補助金 

【目的】 新たに新ひだか町内の関係機関等へ就職される専門職の方に対し、引越し

費用や新生活の準備など、就職にかかる初期費用の一部を支援します。これによ

り、町外からの人材誘致と円滑な就業開始をサポートします。 

【補助事業者（以下のすべての条件を満たす事業者）】 

 事業所：町内に、法に基づいて設置された事業所を有していること 

 納税：町税（法人町民税、固定資産税、住民税特別徴収分など）の滞納がな

いこと※新ひだか町に納付すべき税金 

 その他：暴力団または暴力団関係者でないこと 

【補助対象従業員（以下のすべての条件を満たす方）】 

 資格：下記の「対象資格」に記載されている資格をお持ちの方 

 雇用：期間の定めのない雇用契約により、事業所の就業規則で定める所定労

働時間を満たす常勤職員として雇用されていること 

 転入：新ひだか町外から転入して就職する方 

 居住：新ひだか町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内を生活の本拠地と

していること 

 未雇用：雇用開始日以前に関係機関等に雇用されていないこと 

 勤務継続：新たな就職先で、就労を開始した日から１年以上継続して勤務す

る意思がある方、又は勤務した方 

【注意点】町内の別の関係機関等からの転職（異動）の場合は対象外です。 

【対象資格】「1.人材確保対策補助金」の「対象資格」と同様です。 

【補助内容】 

 補助金額：２００，０００円（上限） 

 支援期間：１回限り 

【支払い方法】 

 町が補助金（１／２）を事業者（関係機関等）に支払います。 

 事業者（関係機関等）が、町の補助金と事業者負担分（１／２）を合わせ

て、対象者（ご本人）に支払います。 

 申請手続きは事業者（関係機関等）が行います。  
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4. 申請手続きの流れ 

補助金の申請は、対象者を雇用する事業者（関係機関等）が行います。 

1. 交付申請（事業者 → 町） 

 対象となる職員を雇用開始後、６か月以内に以下の書類を町へ提出してくだ

さい。 

 補助金交付申請書（別記様式第１号） 

 事業計画書（別記様式第２号） 

 添付書類 

 雇用契約書の写し 

 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 

 社会保険等の被保険者証の写し 

 医療・福祉人材の資格を証する書類 

 養成施設を卒業又は修了を証する書類 

 補助事業者の町税完納証明書 

 補助対象従業員の住民票 

 【奨学金返還支援の場合】奨学金貸与機関が発行する貸与金額及び返

還計画が確認できる書類の写し 

2. 交付決定（町 → 事業者） 

 町が申請内容を審査し、適正と認めた場合は「補助金交付決定通知書」を送

付します。 

3. 概算払請求（事業者 → 町） 

 交付決定後、「補助金概算払申請書」を町へ提出してください。補助事業の実

施に必要があると認めた場合は「補助金概算払決定通知書」を送付します。 

4. 概算払（町 → 事業者） 

 町が請求に基づき、補助金の概算額（町負担分）を事業者へ支払います。 

5. 補助金の交付（事業者 → 対象者） 

 事業者は、町の補助金と事業者負担分を合わせて、対象者（職員）へ支払い

ます。支払い方法（給与と同時か別途か等）は各事業者で定めてください。 

 支払ったことがわかる書類（領収書や振込明細等）を保管してください。 

6. 実績報告（事業者 → 町） 

 補助事業が完了したとき（年度末）、速やかに以下の書類を町へ提出してくだ

さい。  

 実績報告書 

 添付書類 

 新ひだか町医療・福祉人材確保事業計画（実績）書 

 補助対象経費を証する書類 

7. 額の確定（町 → 事業者） 

 町が実績報告書を審査し、補助金の額を確定して「補助金額確定通知

書」を送付します。概算払いの額と確定額に差額がある場合は、精算

（追加交付または返還）が必要です。  
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【その他】 

 申請内容に変更が生じた場合（対象者の退職、補助金額の変更等）は、「事業

計画変更申請書」の提出が必要です。  

 補助金の交付決定に付した条件に違反した場合や、補助金を補助事業の目的

以外に使用した場合は、補助金の交付決定を取消し、既に補助金が交付され

ているときは、期限を定めてその返還を求めることがあります。  

 

5. よくあるご質問（Q&A） 

【制度全般・対象職員について】 

 Q1: どのような職員がこの補助制度の対象となりますか？ 

 A1: 以下の主な条件をすべて満たす方が、補助制度の対象となりま

す。詳細は各補助金の対象者要件をご確認ください。 

 採用日: 原則として令和 7 年 4 月 1 日以降に正規職員として採用

された方。 

 居住: 就職後、新ひだか町に住民票を移し、実際に住んでいる方  

 納税: 町税等の滞納がない方。 

 その他: 暴力団関係者でない方、など。 

 

 Q2: 対象資格にはどのような職種が含まれていますか？ 

 A2: 対象資格には、以下の職種が含まれます。 

医師、歯科医師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法

士、作業療法士、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、

社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、介護福祉士、保育士、幼

稚園教諭、救急救命士。 

  

 Q3: どの補助金に応募できますか？ 複数の補助金を同時にもらえますか？  

 A3: 「人材確保対策補助金」と「奨学金返還支援補助金」は、どちら

か一方しか利用できません。ご自身の状況（奨学金の返済があるか

等）に合わせて、どちらかを選択してください。「就職準備支援補助

金」は、上記のいずれかの補助金と併用できる場合があります（町外

からの転入等の条件を満たす場合）。 

 

【申請手続きについて】  

 Q4: 申請はどのように行うのですか？  

 A4: 申請手続きは雇用主である事業者が行います。ただし、申請に必

要な書類（資格証、卒業証明書、奨学金の証明書など）は、ご本人で

用意して事業者に提出していただく必要があります。 
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 Q5: 補助金の申請はいつ行えばよいですか？ 

 A5: 対象となる職員を採用した後、できるだけ速やかに「交付申請」

を町へ行ってください。予算に限りがある場合もありますので、早め

の手続きをお勧めします。具体的な申請書類や手順については、町担

当部署へご確認ください。 

 

 Q6: 申請に必要な書類はどこで入手できますか？ 

 A6: 新ひだか町の公式ホームページでダウンロードできるほか、新ひ

だか町保健福祉センター窓口で配付いたします。 

 

 Q7: インターネットでの申請はできますか？ 

 A7: いいえ、できません。お手数ですが、書面での申請をお願いいた

します。 

 

【補助金・支援金の額と期間、支払いについて】 

 Q8: 補助金の支払いはどのように行われますか？  

 A8: 補助金は、事業者を通じて個人に支払われます。具体的には、事

業者が町に補助金の申請を行い、町が交付決定をした後、事業者へ支

払われ、その後、事業者から個人へ支払われます。支払い時期や方法

は事業者によって異なりますので、勤務先の担当者にご確認くださ

い。 

 Q9:個人に対して支払う支援金の所得税はどうなりますか？ 

 A9: 支援金は給与とは別に「給付金」として支払うことで、所得税の

課税対象とはならず、非課税となります。 

 

  Q10: 町と事業者の負担割合はどうなっていますか？  

 A9: 3 つの補助金すべてにおいて、補助額の 1/2 を町が負担し、残りの

1/2 を事業者が負担します。事業者は、町からの補助金と事業者負担

分を合わせて対象者（職員）に支払う必要があります。  

 

 Q11: 職員への支援金の支給期間はどのように設定すればよいですか？ 

 A11: 町が補助の対象とする期間の上限は以下のとおりですが、実際に

職員へ支援する期間は、各事業者にてご決定いただきます。 

 人材確保対策補助金の場合: 町の補助対象期間の上限は、職員が資格

取得のために通った養成施設の修学に要した期間と同じ期間です（留

年、休学等の期間は含めない）。資格取得に修学を要しない場合は、

必要な実務経験の期間が上限となります。 

 奨学金返還支援補助金の場合: 町の補助対象期間の上限は、対象とな

る奨学金の返還終了までです（最長２０年間）。 

 重要な注意点: 上記はあくまで町が補助可能な上限期間です。実際に

職員へ支援をする期間は、町の定める上限期間の範囲内で、事業者が

職員との間で決定してください。 
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 Q12: 就職準備支援金について、内容と注意点は何ですか？  

 A12: この支援金は、職員が就職準備のために実際に支出した経費を精

算し、その実費を支給するものではありません。就職時には一定の費

用が生じることを想定し、それらの諸経費を包括的に支援するための

ものです。 

 事業者が対象者へ支援金を支給する場合（例えば２０万円を上限と

して）、町はその支給額の１／２（この例では１０万円）を事業者へ

補助します。 

 事業者が対象者へ支給する支援金の額は、２０万円を上限として任

意に設定できます。例えば、事業者が１５万円の支援金を対象者に

支給する場合、町からの補助は７万５千円となります。 

 

 Q13: 職員への支援金は、どのように支払えばよいですか？ 

 A13: 支払い方法は各事業者にお任せしますが、対象職員への支援金の

支払い記録（領収書や振込明細など、事業者が対象職員へ支払ったこ

とを証明できるもの）は必ず保管し、町への実績報告時に提出できる

ようにしてください。 

 

【その他】 

 Q14: 対象職員が途中で退職した場合、補助金はどうなりますか？  

 A14: 職員が支援金の支給対象期間中に退職した場合、それ以降の期間

に対する町からの補助及び職員への支援は対象外となります。速やか

に町担当部署に報告し、補助金の変更または中止の手続きを行ってく

ださい。「就職準備支援金」については、支給の条件として一定期間

の勤務継続（例：6 か月以上）が定められていますので、それを満た

さずに退職した場合は補助対象外（または返還対象）となります。支

給済みの支援金の取り扱いについては、必ず町担当部署にご確認くだ

さい。すでに受け取った補助金の一部または全額を返還していただく

可能性があります。 

 

 Q15: 新ひだか町医療技術者等就学資金等貸付を利用している職員への対応は

どうすればよいですか？  

 A15: 新ひだか町の「医療技術者等修学資金等貸付」制度を利用してい

た期間は、「人材確保対策補助金」の対象期間から除外されます。ま

た、同制度を利用している方は「奨学金返還支援補助金」の対象には

なりません。 
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6. 注意事項 

 併用不可：一人の職員に対し、「人材確保対策補助金」と「奨学金返還支援補

助金」は同時に利用できません。  

 正規職員：この補助金の対象は、原則として正規職員（正社員・正職員）と

して雇用される方です。  

 居住要件：新ひだか町の住民基本台帳に記録され、町内を生活の本拠地とし

ている必要があります。町外へ転出した場合は対象外となります。  

 納税義務：町税等の滞納がある場合は、補助金の対象となりません。  

 報告義務：事業者は、対象者の状況（勤務継続、退職、住所変更等）や補助

金の交付状況について、町へ適切に報告する義務があります。 

 返還：対象者が早期に退職した場合や、補助金の要件を満たさなくなった場

合、虚偽の申請等が判明した場合には、交付された補助金の返還を求めるこ

とがあります。  

 内容変更：この手引きの内容や補助金制度は、変更される場合があります。

最新の情報は、新ひだか町役場健康推進課にご確認ください。  

 


